
保護者・地域の皆様へ 

                               令 和 ８ 年 ４ 月 

                             袖ケ浦市教育委員会 

子供一人一人が輝く教育のために、 
教職員が元気で子供たちと向き合えるよう 

ご理解・ご協力をお願いします。 
日頃から、袖ケ浦市の学校教育にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

子供たちの健やかな成長を支え、豊かな学びを実現していくためには、教職員が毎日元気に子供

たちと接し、一人一人にしっかりと心を配り、持てる力の全てを傾けていくことが大切です。 

現在、国では、教職員の超過勤務時間を、１か月当たり４５時間以下となる割合を１００％とする

ことや、年間平均を３０時間程度へ縮減する目標など具体的な数値目標を設定しています。本市に

おいても、「袖ケ浦市教職員の働き方改革ガイドライン」を策定し、教職員の超過勤務時間を１か月

あたり４５時間、１年当たり３６０時間を超えないようにすることを目標としてきましたが、目標

を達成できていない状況です。このことは、教職員の心身の健康維持に加え、教職員が子供たちと

向き合う時間を十分確保すること等についても課題となっています。 

 また、国は、令和７年６月に示した指針において、学校における業務を（ⅰ）学校以外が担うべ

き業務、（ⅱ）教師以外が積極的に参画すべき業務、（ⅲ）教師の業務だが負担軽減を促進すべき業

務の３項目１９分類に整理し、業務改善の具体的な方策を示しました。（別添資料参照） 

袖ケ浦市教育委員会では、これらを踏まえ、教職員が健康でやりがいをもちながら、子供たちと

向き合い、充実した教育活動を展開できるよう、より具体的な取組を示した「袖ケ浦市教職員の働

き方改革ガイドライン」改訂版を令和８年３月に作成し、各校の実態に応じた取組を実施してまい

ります。 

 保護者・地域の皆様には、この趣旨をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

◆長期休業中に「学校閉庁日」を設定します。 

⇒○教職員が休暇や週休日の振替を取得しやすくするために「学校閉庁日」を設けます。 

 ○期間中及び年末年始（12/29～1/3）は、原則として、学校に教職員が不在となります。 

 ○今年度は、8月 10日(月)12(水)13日(木)14日(金)、12月 28日(月) の５日間です。 

◆早朝及び夜間は、学校への電話をご遠慮ください。 

⇒○教職員の平日の勤務時間について、多くの学校は午前８時００分から午後４時３０分です。本

市では、早朝・夜間・休日等の電話対応について見直し、令和７年度より、市内全校に自動音声対

応電話機を導入しました。緊急な場合以外は、対応可能時間内に改めてご連絡ください。 

◆部活動の活動時間や休養日の基準を設定します。 

⇒○活動時間は週当たり１１時間程度（平日２時間・休日３時間程度）、休養日は週当たり２日以上

（平日１日以上・休日１日以上）とします。 ※詳細は、各学校の「部活動ガイドライン」を参照。 

緊急な場合の連絡方法 

袖ケ浦市役所（学校教育課） 0438-62-3727 へご連絡ください。 

＊お電話いただいた後、必要に応じて、学校から折り返し連絡します。 

保護者・地域の皆様にご理解いただきたいこと 



＜別添資料＞ 


